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２２年度をふりかえって 

                              

理事長 秋山三枝子 

 

 

3月 11日に発生した東日本大震災において被災された関係者の皆さまに心からお見舞い申し上げ

ます。 

 阪神淡路大震災でのボランティア活動が契機となりNPO法が成立して 13年、全国の多くのNPO

が、中越地震や中越沖地震での経験を踏まえ積極的な支援活動を展開しています。当センターでも

他団体との連携を図りながら支援活動に取り組んでおります。 

なかでも今回力を入れているのが「支援金」です。被災者に直接届く「義援金」とは別に、支援

活動を行う団体・NPOにも資金援助が必要と、中越地震以降、主に中間支援組織が寄付を集め団体

に助成する仕組みが定着しました。当センターでは寄付者に税優遇がある「認定 NPO法人」の資格

を活かした２つの寄付金の窓口を設け、寄せられた思いを滞ることなく支援に活かしております。 

 

 災害時のみならず「寄付を集めて助成するしくみ」は NPO支援の大きな柱として、ビジョン２０

０８の数値目標にも掲げ、寄付文化の定着を図っています。「ぐるぐるファンド」の事業名称の浸透

と共に寄付総額も増加し、新年度は県域での取り組みを計画しています。 

あわせてNPO支援税制や認定 NPO法人制度改正など制度面でのNPO基盤整備を、全国の動き

に積極的に関わりながら拡充を図っています。 

 

 市民がNPOへボランティア参加している割合を高めることも、NPO支援のもうひとつの目標で

す。今回の震災で上越市災害支援センターに登録した人は千人を超え、潜在的な助け合いの精神が

脈々と受けつがれていることを実感しました。そのエネルギーを日常的に地域や団体活動に活かす

ための仕掛けを、新年度は考えてまいります。 

 

 財政的・人的に大変厳しかった平成 21年度を乗り越え、平成 22年度は新たな事業に取り組み、

次なるステージへの基盤強化に努めました。会員の皆さまに支えられ財政的にも力を頂きました。

その支援を地域の力とするためにNPOの人材育成に力をいれてまいります。新しい公共の担い手育

成事業で受け入れた 3名に加えて、新年度はさらに本格的な職業訓練に取り組みます。 

 

私事ですが、仙台で暮らす娘が連休で戻り震災の様子を語りました。親しい友人や仲間の親族な

ど何人も津波で亡くなり、しばらく何を考えていいかわからなかったそうです。それでもようやく

「震災のストレス」が「日常の仕事のストレス」に変わり、普通であることの有り難さを感じてい

るとのこと。被災地の復興を願い、私たちはこの地域で、普段の暮らしの中で、人と人との絆を深

め、地域の底力を高めるために役立つ組織でありたいと新年度への決意を新たにしました。かわら

ぬご支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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事 業 総 括 

 

1 NPO  

NPO PRESSでは、地域で活動する人から寄せてもらう「リレーコラム」が好評。今年度の紙媒

体での発信は、PRESSに加え、くびき野ＮＰＯボランティアガイドブックの最新刊を発行した。昨

年大幅に落ち込んだ NPOPRESS協賛広告も 500号拡大版もあり、今年度は回復している。 

ホームページでは、NPOPRESS と連携した情報発信を毎週行い、以前と比べ更新頻度が大幅に

増加させた効果もあり、訪問者数も順調に増加している。東日本大震災の発生後は、被災地での災

害ボランティアセンター設置状況のほか、救援活動を行うNPOへの支援、救援物資募集の呼びかけ

など、迅速な情報発信を行い、通常の５倍の訪問者を得た。 

今回の震災においては、関係省庁や自治体、メディアなどが随時 Twitter で情報提供を行ってい

るほか、義援金や救援物資の募集などもネット経由で口コミ的に広がるなど、新しい情報発信が力

を発揮している。今後はサポートセンターとしてもこれら新しい情報発信ツールを備えていく必要

がある。 

 

2 NPO  

 今年度も「ぐるぐるファンド」による資金循環とボランティアコーディネートによる人の循環を

中心に活動を展開。大震災が発生したこともあり、寄附金、ボランティアともに大幅に増加。 

12月に実施した NPO団体活動実態調査において、活動課題として４割近い団体が「人材不足」

と回答。構成メンバーの高齢化を挙げる団体も目立った。一方でボランティアコーディネートを行

っている上越市 NPO・ボランティアセンターを利用したことのある団体は全体の３割程度と低く、

継続的活動に活動していくために、ボランティア等を通して活動に参加する人を増やしていくよう

な支援を広げる必要がある。 

 

3 NPO  

 NPO法改正やNPOへの支援税制の拡充。NPO法人の会計基準の完成など、NPOを取り巻く制

度が大きな動きを見せている。これに対応するための講座を県域対象で実施。また、NPOと行政の

委託契約において、特に「間接経費」の部分に注目した講座を上越市とも協力して開催。NPOから

は行政の事業を行いながら自らも成長し、市民サービスを高めていく積算基準などを求める意見も

聞かれた。 

 

4  

 新規事業やNPO PRESS 500号記念拡大版の影響もあり、事業高も増え、収支バランスが安定し

た。また、活動を支える会員の継続と増加のために、会報誌「雁木のように」について、秋に会員

からの寄稿などを盛り込んだ拡大版の試みを行ったほか、今年度から企業会員の協力により全てカ

ラー印刷となるなど、試行錯誤した１年だった。しかし、会員数については減少となっており、会

員拡大に向け一層の努力が必要。 
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寄 附 者 一 覧 

23  

 

 

財団法人新潟県勤労者福祉厚生財団（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

有限会社新興運輸 

くろきクリニック（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

こやなぎ第二医院（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

株式会社ランドスタッフ 

ＮＰＯ法人ポプラの家（ひとくちファンド大口寄附） 

ＮＰＯ法人ひまわりクラブ（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

おひさま耳鼻咽喉科（ひとくちファンド大口寄附） 

原矯正歯科（ひとくちファンド大口寄附） 

有限会社建築工房クラフト 

株式会社上越メンテナンス（ひとくちファンド大口寄附） 

笠原秀子（ひとくちファンド大口寄附） 

テイクウェーブ 

ダイドードリンコ株式会社 

株式会社くびき野ライフスタイル研究所 

東山 征子（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

渡辺 一二三（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

市村 雅幸（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

高峰 敏雄（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

山田 一二美 

近藤 奈穂美 

大島  誠 

平野 通子 

小林 純子（東北関東大震災ボランティア活動基金） 

秋山 三枝子 

浅井 展子 

近藤 尚仁 

ひとくちファンドにご寄附いただいた皆様 
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22 4 1 23 3 31

5,000,000 4,255,000 85 -745,000

600,000 525,000 88 -75,000

4,400,000 3,730,000 85 -670,000 600

3,130

21,649,933      22,793,562       105     1,143,629

5,100,000 6,290,455 123 1,190,455

300,000 592,145 197 292,145

120,000 76,100 63 -43,900

500,000 674,000 135 174,000

4,000,000 4,802,000 120 802,000NPOPRESS

180,000 146,210 81 -33,790 93

53

16,549,933      16,503,107 99 -46,826

2,549,355 2,549,355 100 0

3,276,801 3,276,801 100 0

298,855 298,855 100 0

10,424,922 10,378,096 99 -46,826

200,000 200,000 100 0

1,300,000 4,387,023 337 3,087,023

1,612

2,253

523

100,000 144,525 145 44,525

28,249,933      31,780,110       112     3,530,177

1,010,786 1,010,786 100 1,010,787

29,260,719      32,790,896       112 4,540,964

⁷ ⁷ 22



 

- 22 - 

 

23,259,933 24,703,859 106 1,443,926

7,798,210       6,674,370        86       -1,123,840

4,000,000 3,332,099 83 -667,901

400,000 248,303 62 -151,697

100,000              96,107                 96         -3,893

150,000 231,325 154 81,325

2,549,355 1,941,481 76 -607,874

300,000 607,945 203 307,945

298,855 217,110 73 -81,745

4,406,801 6,744,607 153 2,337,806

300,000 175,589 59 -124,411

30,000 0 0 -30,000

800,000 3,386,591 423 2,586,591

0

3,276,801 3,182,427 97 -94,374

10,754,922 10,908,283 101 153,361

100,000 287,876 288 187,876

150,000 556,109 371 406,109

30,000 26,010 87 -3,990

50,000 86,930 174 36,930

10,424,922 9,951,358 95 -473,564

300,000 67,530 23 -232,470

200,000 62,280 31 -137,720

100,000 5,250 5 -94,750

-                      309,069 309,069

4,860,000 3,248,334 67 -1,611,666

120,000 117,870 98 -2,130

300,000 189,441 63 -110,559

500,000 317,671 64 -182,329

500,000 384,912 77 -115,088

1,000,000 0 0 -1,000,000

100,000 57,420 57 -42,580

320,000 64,995 20 -255,005

200,000 212,753 106 12,753

100,000 265,124 265 165,124

1,080,000 1,096,000 101 16,000

120,000 120,000 100 0

120,000 112,348 94 -7,652

400,000 309,800 77 -90,200

0 385 - 385

0 0 - 0

28,119,933      27,952,578 99 -167,355

130,000 3,827,532 2,944

1,010,786       4,838,318 479
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  7,257

制作

数値目標：広告訪問件数1200件、年間広告400万円
・ＮＰＯ団体の行事の告知だけではなく、ＮＰＯの抱える問題
やＮＰＯを取り巻く状況を積極的に市民や団体に伝える。ま
た、地域の課題に取り組む団体の活動に、市民が参加したくな
るような紙面づくりを行う。
・昨年に引き続き、情報量の少ない糸魚川市の団体との交流に
努め、上越、妙高、糸魚川の３市をもってくびき野を形成する
という一体感を醸成する。
・新規開拓を強化し、広告数の増加とＮＰＯＰＲＥＳＳ広告の
意義の周知を図る。

・上越タイムス紙面、毎月
曜、４～7面
・全市民

    4,000

           全国発送

・全国各地のNPOや助成団体等に情報を発信するとともに、情報
を取得することで紙面を充実させる。
・費用対効果を見直し、発送先を精査する。
・全国的なネットワークづくりと維持。

120箇所×46回/年、全国の
支援センター、財団法人、
企業の社会貢献室

      400

◎
ＷＥＢによる
     ＮＰＯ情報発信

数値目標：年間訪問者20,000人
・最新のＮＰＯ情報を発信するとともに、メールマガジンや
twitterの活用など、新しい発信ツールの活用を行う。また、団
体データベース機能を整備する。

・通年：情報更新
      300

上越市ボランティア
　　　活動支援事業

数値目標：ボランティアコーディネート400件
引き続きボランティア相談とコーディネート、ボランティア・
ニーズ調査を実施。その他NPO・ボランティアセンター団体登録
に付随する管理を行なう。
ボランティア体験（預かりボランティア）やボランティアセン
ターからの情報発信などは本体の独自事業に移行させ展開す
る。

上越市市民ﾌﾟﾗｻﾞNPOﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｾﾝﾀｰ
・上越市民、上越市で活動
するNPO団体、企業、学校な
ど。

    2,557

 13,313

くびき野市民活動
           フェスタ

数値目標：参加50団体
今年度はＰＲに参加団体それぞれが普及啓発、呼びかけができ
るように検討する。さらに団体同士や市民との交流を図れるよ
うイベント集中日を2回設ける。

3月～10月まで実行委員会
7月31日～9月4日まで事業実
施

・NPO法人,市民活動団体,市
民

      200

◎ ぐるぐるファンド

【ひとくちファンド】
　今年同様にＰＲパンフレットを作成し、総額100万円を目指
す。
【おまかせファンド】
　今年度は大震災の復興支援を中心に、100万円の助成を目指
す。

10月～ひとくちファンド開
始
選考年間を通じて寄付者開
拓の活動。

    2,000

地域活動体験
コーディネーター事業

目標：くびき野地域の全学校への調査
      年間コーディネート数　20件　2,000名
くびき野地域に地域活動体験コーディネーター設置し、コー
ディネート活動、プログラムの広報等を行う。昨年に引き続
き、小・中学校を対象に調査を実施。

７月.12月広報誌発行
８月情報交換会
１月情報誌発行

    3,307

◎
社会活動参加促進コー
ディネーター設置事業

目標：コーディネート数400件1000人
市民に対し、ＮＰＯ等へのボランティア参加を仲介する「社会
活動参加促進コーディネーター」を設置。各種マスコミや配布
物、ＩＴ等を活用したボランティア受け入れ情報の提供。ＮＰ
Ｏに対する市民が参加しやすい単発あるいは不定期の活動(エピ
ソディック・ボランティアボランティア）メニューの開発協
力。シニア世代の社会活動参加を促進する広報物を配布する。

6月 団体訪問
　　ＨＰ制作
7月 配布物作成
8月～コーディネート

    7,306

東日本大震災復興支援
引き続き、東北関東大震災ボランティア活動基金を運営する。
また、長期的な復興支援を見据えた先遣隊の派遣し、被災地へ
のボランティア等人的支援を進める。

6月　先遣隊の派遣
以降、随時支援活動を展開
する。

      500

⁷ 23

事業実施の方針
（１）新しい公共の担い手となるＮＰＯ等への支援を積極的に行う。
（２）多くの市民がＮＰＯ等の社会活動に参加しやすい環境を一層整備する。
（３）東日本大震災における救援・復興活動を支援する。
重点項目として、
①ＷＥＢによる情報発信　②くびき野ぐるぐるファンド、③社会活動参加促進コーディネーター設置事業
④「新しい公共」の担い手育成　⑤基金訓練社会的事業マネジメント科　⑥会員の維持と拡大
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 20,916

法人設立、運営相談
相談業務は当センター事業の大きな柱となるので、引き続き人
材育成およびスタッフの定着を図って行く。また、会計基準等
の相談にも対応できるように学習を深める。

６月～スタッフ研修
NPO団体、NPO法人

      300

講座

・年間を通じて出前講座を行う
・予定「プレゼンテーション講座」
　　　「ＮＰＯ新税制」（予定）
　　　「ＮＰＯ法人会計基準」

５月「プレゼンテーション
講座」「ＮＰＯ法人会計基
準　学習会」
９月「ＮＰＯ新税制」（予
定）

      400

講師派遣
数値目標：20件の派遣
サポートセンター関係者の講師派遣を進める。

随時
・市民、企業、行政、NPO団
体

       30

協働環境の整備

昨年に引き続いて、委託契約における人件費や間接経費の積算
方法について行政との意見交換を行い、ＮＰＯの現状に即した
コストの積算方法を探ると共に、次年度の契約の改善へとつな
げる。

6月、8月：ＮＰＯの意見交
換会

      200

◎
「新しい公共」の担い手
育成

ＮＰＯ法人など域・社会の課題を解決するためＮＰＯ法人等で
社会的な役割を担っていけるような人材を育成、組織基盤の強
化を図る。
研修スタッフ３人を雇用し、10ヶ月間、当センターの業務を中
心にしながら、座学、外部研修などにより必要な技術を取得す
る。

■募集
県内より。
■期間
平成23年6月から3月末まで

   10,386

印刷機設置

数値目標：単色印刷　250,000枚の利用
　　　　　カラー印刷　20,000枚の利用
ＮＰＯの発信力と利便性の向上を目的に上越市NPO・ボランティ
アセンターにカラー印刷機を設置。団体に利用してもらう。

４月１日　設置       850

◎
基金訓練
社会的事業マネジメント
科

中央職業能力開発協会による緊急人材育成支援基金事業の認定
を受けて約６ヵ月間「社会的事業マネジメント科」を開講。座
学、ワークショップ、NPO団体で実習やボランティア体験等を通
して、社会的事業や地域活動の現場で必要な知識や技能を実践
的に訓練する。
　訓練中には、ワークガイダンスやキャリア・コンサルティン
グなどの各種就職支援も実施。

５月９日　開講
10月まで

    8,000

NPO
インキュベーション
施設提供

NPO等が入居する事務所スペースを貸し出す事業。上越市高土町
の事務所スペースをＮＰＯ団体に貸し出すことで、活動の発展
を促す。

通年
上越市高土町事務所

      750

    142

会報「雁木のように」発
行

目標：年6回発行する。
配布先も会員にとらわれず、ネットワークを通じて多様な場に
配布し、日常的に目に留まるようにしていく。

年６回発行
・会員及び一般

      100

◎ 会員拡大 会員目標：個人会員120、団体会員70、企業会員110
6月　会員拡大期間
1月　会員向け交流会開催
・個人、企業、団体

       42

総会  年１回 5月　・全会員  -

理事会  年間６回 理事  -

事業予算合計 41,628 

くびき野こどもネットワーク

ユートピアくびき振興財団　評議員、助成金等審査員

社会福祉法人さくら園　理事

上越市市民プラザ全体運営委員会　委員

社会福祉法人りとるらいふ　評議員

社会福祉法人上越市社会福祉協議会　理事

上越市社会教育委員　/　上越市公民館運営審議委員

上越市障害者自立支援協議会　委員

上越市新年祝賀会実行委員会　委員

上越市表彰審査会　委員

新潟県公益認定等審議会　委員

新潟県公共事業再評価委員会　委員

新潟県勤労者福祉厚生財団　NPO等助成事業選考委員

妙高市地域の元気づくり活動助成事業　審査員

ＮＰＯ／ＮＧＯ法制度に関する連絡会 地域幹事団体

ＮＰＯ会計基準協議会　世話団体

日本ＮＰＯセンター　理事

民間

上越市

県内

全国

市民団体
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23 4 1 24 3 31

5,000,000 4,255,000 4,600,000

600,000 525,000 600,000

4,400,000 3,730,000 4,000,000 700

3,300

21,649,933     22,793,562     38,957,672     

5,100,000 6,290,455 6,702,000

300,000 592,145 300,000

120,000 76,100 250,000

500,000 674,000 400,000

4,000,000 4,802,000 4,000,000 NPOPRESS

- - 900,000

- - 702,000

180,000 146,210 150,000

16,549,933 16,503,107 32,255,672

2,549,355 2,549,355 2,556,721

- - 7,305,918

3,276,801 3,276,801 3,307,500

10,424,922 10,378,096 10,385,533

- - 8,700,000

298,855 298,855 0

200,000 200,000 200,000

1,300,000 4,387,023 2,500,000

500,000

2,000,000

100,000 144,525 50,000

28,249,933     31,780,110     46,307,672     

1,010,786 1,010,787 4,838,318

29,260,719 32,790,896 51,145,990

⁷ 23
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23,259,933 24,703,859 41,627,672

7,798,210      6,674,370      7,256,721      

4,000,000 3,332,099 4,000,000

400,000 248,303 400,000

100,000             96,107               300,000             

150,000             231,325             0

2,549,355 1,941,481 2,556,721

300,000 607,945 0

298,855 217,110 0

4,406,801 6,744,607 13,313,418

300,000 175,589 200,000

30,000 0 0

800,000 3,386,591 2,000,000

3,276,801 3,182,427 3,307,500

- - 7,305,918

- - 500,000

10,754,922 10,908,283 20,915,533

100,000 287,876 300,000

150,000 556,109 400,000

30,000 26,010 30,000

50,000 86,930 200,000

10,424,922 9,951,358 10,385,533

- - 850,000

- - 8,000,000

- - 750,000

300,000 67,530 142,000

200,000 62,280 100,000

100,000 5,250 42,000

0 309,069 0

4,860,000 3,248,334 4,400,000

120,000 117,870 130,000

300,000 189,441 300,000

500,000 317,671 400,000

500,000 384,912 800,000

1,000,000 0 300,000

100,000 57,420 100,000

1,400,000 1,160,995 1,200,000

200,000 212,753 250,000

100,000 265,124 250,000

120,000 120,000 120,000

120,000 112,348 150,000

400,000 309,800 400,000

0 385 0

28,119,933 27,952,578 46,027,672

1,140,786 4,838,318 5,118,318
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第 4章（会議）第２４条（招集）第３項の変更について 

変更前 変更後 

３．会議を招集する場合は、構成員に対し、

会議の日時、場所及び目的たる事項を記

載した書面をもって、少なくとも７日前

までに通知しなければならない。 

３．会議を招集する場合は、構成員に対し、

会議の日時、場所及び目的たる事項を記

載した書面又は電磁的方法をもって、少

なくとも７日前までに通知しなければ

ならない。 

 

第 4章（会議）第２８条（招集）の変更について 

変更前 変更後 

第２８条（書面表決等） 

 やむをえない理由のため会議に出席でき

ない構成員は、あらかじめ通知された事項

について、書面をもって表決し、又は他の

出席構成員を代理人として表決を委任す

ることができる。 

 

２．前項の場合において、書面による表決者

又は表決の委任者は、会議に出席したも

のとみなす。 

第２８条（書面表決等） 

 やむをえない理由のため会議に出席でき

ない構成員は、あらかじめ通知された事項

について、書面又は電磁的方法をもって表

決し、又は他の出席構成員を代理人として

表決を委任することができる。 

 

２．前項の場合において、書面又は電磁的方

法による表決者又は表決の委任者は、会

議に出席したものとみなす。 
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⌐≈™≡ 

新潟県特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年新潟県条例第 42号）より 

 

第２条の２ 法第 14条の７第３項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって条例で定めるものは、次に掲げる方法とする。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信

回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 

(2) 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことが 

できる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 

２ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成するこ

とができるものでなければならない。 
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大島　　誠　　（株式会社ランドスタッフ）

秋山　三枝子　（個人会員・上越市）

片桐　公彦　　（社会福祉法人りとるらいふ）

保坂　秀明　　（有限会社リフォーム１１９）

小林　純子　　（個人会員・妙高市）

中條　美奈子　（ＮＰＯ法人マミーズ・ネット）

竹内　義晴　　（個人会員・妙高市）

安田　貴志　　（個人会員・糸魚川市）

中川　　泉　　（ＮＰＯ法人ナースネット上越）

保坂　憲彦　　（社団法人上越青年会議所）

小林　　淳　　（ＮＰＯ法人ＮＰＯさんじょう）

金子　洋二　　（ＮＰＯ法人新潟ＮＰＯ協会）

品川　久美子　（株式会社品川アートプロ）

藤岡　達也　　（国立大学法人上越教育大学）

岩野　秀人　　（個人会員・司法書士）

大原　啓資　　（個人会員・公認会計士）

小川　峰夫　　（協同組合新潟県異業種交流センター）
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